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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　航空機客室用のクラス仕切りであって、
　（ａ）前記航空機客室の第１クラス領域の最後列シートのすぐ後方に配置されたパーテ
ィションであって、前記最後列シートの各々のシートの形状及び大きさに各々が対応する
複数の固定及び分離された後向きのパネルを含み、これら複数の後向きのパネルは全体と
して前記最後列シートの全体の幅及び形状に対応しており、前記航空機客室の床に当該パ
ーティションを支持する脚部を含み、前記最後列シートの背もたれから分離され空間的に
離されている、前記パーティションと、
　（ｂ）複数のビデオモニター、複数のトレイテーブル、複数のマガジン収納ポケット、
及びそれらの組み合わせを含む群から選択されると共に、前記航空機客室の第２クラス領
域の最前列で前記パーティションのすぐ後方の座席の乗客が使用するよう、前記複数の後
向きのパネルに配置される１つ以上の乗客用設備と、
　を含むこと、
　を特徴とするクラス仕切り。
【請求項２】
　前記パーティションの上端が、前記最後列シートの背もたれが前記パーティションに支
障を与えることなくリクライニングできる程度に、前記最後列のシートから後方に離間さ
れていること、を特徴とする請求項１に記載のクラス仕切り。
【請求項３】
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　前記パネルが、リクライニングした位置にある前記最後列シートの背もたれの形状に略
一致すること、を特徴とする請求項１に記載のクラス仕切り。
【請求項４】
　前記パネルがしなやかな形状であると共に、リクライニングした位置にある前記最後列
シートの背もたれの形状に略一致すること、を特徴とする請求項１に記載のクラス仕切り
。
【請求項５】
　前記航空機客室の第２クラス領域の最前列で前記パーティションのすぐ後方の座席の乗
客が収納のために使用可能となるように、前記パネルの下部に開放部をさらに含むこと、
を特徴とする請求項１に記載のクラス仕切り。
【請求項６】
　航空機客室用のクラス仕切りであって、
　（ａ）前記航空機客室の第１クラス領域の最後列シートのすぐ後方に配置されたパーテ
ィションであって、前記航空機客室の第２クラス領域の最前列シートの幅及び高さに略一
致する幅及び高さを有する後向きのパネルを含む、前記パーティションと、
　（ｂ）各々が前記パネルに取り付けられて前記パーティションの側壁を形成する一対の
端部キャップと、
　（ｃ）一方の前記端部キャップから他方の前記端部キャップまで延在する平坦なベース
部と、
　（ｄ）シート列のシートトラック内に搭載され、前記ベース部にわたって延在して前記
パネルを安定させるよう構成した複数の安定化手段と、
　（ｅ）複数のビデオモニター、複数のトレイテーブル、複数のマガジン収納ポケット、
及びそれらの組み合わせを含む群から選択されると共に、前記航空機客室の第２クラス領
域の最前列シートで前記パーティションのすぐ後方の座席の乗客が使用するよう、前記後
向きのパネルに配置される１つ以上の乗客用設備と、
　を含むこと、
　を特徴とするクラス仕切り。
【請求項７】
　前記複数の安定化手段が後方に延在する脚部を含むこと、を特徴とする請求項６に記載
のクラス仕切り。
【請求項８】
　前記複数の安定化手段が前後に延在する脚部を含むこと、を特徴とする請求項６に記載
のクラス仕切り。
【請求項９】
　前記パーティションの上端が、最後列シートの背もたれが前記パーティションに支障を
与えることなくリクライニングできる程度に、前記最後列のシートから後方に離間されて
いること、を特徴とする請求項６に記載のクラス仕切り。
【請求項１０】
　前記パネルが、リクライニングした位置にある前記最後列シートの背もたれの形状に略
一致すること、を特徴とする請求項６に記載のクラス仕切り。
【請求項１１】
　前記パネルがしなやかな形状であると共に、リクライニングした位置にある前記最後列
シートの背もたれの形状に略一致すること、を特徴とする請求項６に記載のクラス仕切り
。
【請求項１２】
　前記パーティションが、前記航空機客室の第２クラス領域の最前列で前記パーティショ
ンのすぐ後方の座席の乗客が収納のために使用可能となるように、前記パネルの下部に開
放部をさらに含むこと、を特徴とする請求項６に記載のクラス仕切り。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本出願は、ビジネスクラスのセクションとエコノミークラスのセクションの間、又は商
用航空機の主客室の最前列に配置されるクラス仕切り又はパーティションに関する。
　本出願は、２００８年２月１１日に米国特許商標局に出願された米国仮特許出願番号第
６１／０２７，６８２号の優先権を主張する。
【背景技術】
【０００２】
　多くの航空機は、航空機客室内でクラスのセクションを分けるために壁又はカーテン等
の仕切り構造を使用している。この壁又はカーテンは、特にクラスのセクションにおける
最前列に座る乗客にとって、審美的に望ましいものではない。現在、航空機はテレビモニ
ター、フードトレイ、又はマガジンポケット等の乗客用設備を後部座席の乗客に提供する
ために、前の座席の背もたれを使用する。しかし、クラスの最前列シートは仕切り構造が
あるために乗客用設備を利用できない。よって、最前列には異なるシートを使用して、こ
れらの設備を別の方法で提供する。しかし、かかる座席は乗客には不評であることが多い
ため、かなりの費用をかけて比較的少数の最前列シートを設計又は製造するよう、シート
製造業者に要求することになる。
【０００３】
　従って、乗客用設備を提供し、別途設計したシートを使用する必要がなく、また見栄え
も良いクラス仕切りを提供する必要がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従って、本発明の目的は航空機客室用パーティションを提供することである。
【０００５】
　本発明の別の目的は、隣接する客室同士を分離する航空機客室用パーティションを提供
することである。
【０００６】
　本発明の別の目的は、ビジネスクラスシートと相互に関わりあうことなく、最小ピッチ
のエコノミークラスのシートユニットでＨＩＣテストを行うことのできる、航空機客室用
パーティションを提供することである。
【０００７】
　本発明の別の目的は、従来の航空機乗客用シートの背もたれの外観を呈する航空機客室
用パーティションを提供することである。
【０００８】
　本発明の別の目的は、パーティション後方の最前列に座る乗客用のビデオディスプレイ
端末と食事用テーブル等の設備を提供する航空機客室用パーティションを提供することで
ある。
【０００９】
　本発明の別の目的は、パーティション後方の最前列に座る乗客が足を置くスペースを追
加するべく、航空機床に最も近い下方部分に開放部を有する航空機客室用パーティション
を提供することである。
【００１０】
　本発明の別の目的は、客室内の最前列シートとして標準シートを使用できる航空機客室
用パーティションを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　請求項１に記載のクラス仕切りは、航空機客室用のクラス仕切りであって、前記航空機
客室の第１クラス領域の最後列シートのすぐ後方に配置されたパーティションであって、
前記最後列シートの各々のシートの形状及び大きさに各々が対応する複数の固定及び分離
された後向きのパネルを含み、これら複数の後向きのパネルは全体として前記最後列シー



(4) JP 5693969 B2 2015.4.1

10

20

30

40

50

トの全体の幅及び形状に対応しており、前記航空機客室の床に当該パーティションを支持
する脚部を含み、前記最後列シートの背もたれから分離され空間的に離されている、前記
パーティションと、複数のビデオモニター、複数のトレイテーブル、複数のマガジン収納
ポケット、及びそれらの組み合わせを含む群から選択されると共に、前記航空機客室の第
２クラス領域の最前列で前記パーティションのすぐ後方の座席の乗客が使用するよう、前
記複数の後向きのパネルに配置される１つ以上の乗客用設備と、を含む。
【００１２】
　請求項２に記載のクラス仕切りは、請求項１に記載のクラス仕切りにおいて、前記パー
ティションの上端が、前記最後列シートの背もたれが前記パーティションに支障を与える
ことなくリクライニングできる程度に、前記最後列のシートから後方に離間されている。
【００１３】
　請求項３に記載のクラス仕切りは、請求項１に記載のクラス仕切りにおいて、前記パネ
ルが、リクライニングした位置にある前記最後列シートの背もたれの形状に略一致する。
【００１４】
　請求項４に記載のクラス仕切りは、請求項１に記載のクラス仕切りにおいて、前記パネ
ルがしなやかな形状であると共に、リクライニングした位置にある前記最後列シートの背
もたれの形状に略一致する。
【００１５】
　請求項５に記載のクラス仕切りは、請求項１に記載のクラス仕切りにおいて、前記航空
機客室の第２クラス領域の最前列で前記パーティションのすぐ後方の座席の乗客が収納の
ために使用可能となるように、前記パネルの下部に開放部をさらに含む。
【００１６】
　請求項６に記載のクラス仕切りは、航空機客室用のクラス仕切りであって、前記航空機
客室の第１クラス領域の最後列シートのすぐ後方に配置されたパーティションであって、
前記航空機客室の第２クラス領域の最前列シートの幅及び高さに略一致する幅及び高さを
有する後向きのパネルを含む、前記パーティションと、各々が前記パネルに取り付けられ
て前記パーティションの側壁を形成する一対の端部キャップと、一方の前記端部キャップ
から他方の前記端部キャップまで延在する平坦なベース部と、シート列のシートトラック
内に搭載され、前記ベース部にわたって延在して前記パネルを安定させるよう構成した複
数の安定化手段と、複数のビデオモニター、複数のトレイテーブル、複数のマガジン収納
ポケット、及びそれらの組み合わせを含む群から選択されると共に、前記航空機客室の第
２クラス領域の最前列シートで前記パーティションのすぐ後方の座席の乗客が使用するよ
う、前記後向きのパネルに配置される１つ以上の乗客用設備とを含む。
【００１７】
　請求項７に記載のクラス仕切りは、請求項６に記載のクラス仕切りにおいて、前記複数
の安定化手段が後方に延在する脚部を含む。
【００１８】
　請求項８に記載のクラス仕切りは、請求項６に記載のクラス仕切りにおいて、前記複数
の安定化手段が前後に延在する脚部を含む。
【００１９】
　請求項９に記載のクラス仕切りは、請求項６に記載のクラス仕切りにおいて、前記パー
ティションの上端が、最後列シートの背もたれが前記パーティションに支障を与えること
なくリクライニングできる程度に、前記最後列のシートから後方に離間されている。
【００２０】
　請求項１０に記載のクラス仕切りは、請求項６に記載のクラス仕切りにおいて、前記パ
ネルが、リクライニングした位置にある前記最後列シートの背もたれの形状に略一致する
。
　請求項１１に記載のクラス仕切りは、請求項６に記載のクラス仕切りにおいて、前記パ
ネルがしなやかな形状であると共に、リクライニングした位置にある前記最後列シートの
背もたれの形状に略一致する。
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　請求項１２に記載のクラス仕切りは、請求項６に記載のクラス仕切りにおいて、前記パ
ーティションが、前記航空機客室の第２クラス領域の最前列で前記パーティションのすぐ
後方の座席の乗客が収納のために使用可能となるように、前記パネルの下部に開放部をさ
らに含む。
【００２１】
　本発明の目的の一部を上記において説明した。本発明のその他の目的及び利点は、以下
の図面を参照した発明の説明を読み進めるにつれて明らかになろう。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の実施形態によるビジネスクラスシート、パーティション、及びその後方
に位置する２つのエコノミークラスシートの概略側面図である。
【図２】本発明の一実施形態によるビジネスクラスシート、パーティション、及びエコノ
ミークラスシートの前面斜視図である。
【図３】本発明の一実施形態によるビジネスクラスシート、パーティション、及びエコノ
ミークラスシートの拡大部分上面図である。
【図４】本発明の代替的な実施形態によるパーティションの前面斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　ここで図面を参照するが、図面では同じ要素には同じ参照番号を付して示す。図１では
本発明によるパーティションを概して参照番号１０で示す。一実施形態では、パーティシ
ョン１０は一列のシート１６の下の航空機床１４に搭載する基台１２を含む。基台１２は
従来の取付け手順で航空機床１４に取り付けることができる。シート１６はシート取付台
１５に取り付けることができる。シート取付台１５は航空機床１４に配置されるシートト
ラック内に適合し得る。パーティションパネル１８を基台１２に取り付けて、第１列のシ
ート１６をエコノミーシート２８から分離するよう使用する。ビデオディスプレイモニタ
ー３０やマガジンホルダー３４等の乗客用設備をパーティションパネル１８に設けること
ができる。
【００２４】
　図２では、別の実施形態によるパーティション２０を示す。パーティションはパーティ
ションパネル１８を含み、さらにこのパネル１８を複数の脚部２２ａ、２２ｂ、２２ｃ、
２２ｄが支持する。パーティション２０は、個々の前列シート１６の形状及びサイズと個
々に略一致する分離したパネル１８を備え得る。図３に示す別の実施形態によれば、図３
で示すように、パーティション４０は連続したパネル１８で製造され、シート列全体の形
状及びサイズと略一致する。パーティション４０は、図３に示すパーティション２０と同
じ特徴を有し得る。
【００２５】
　パーティションパネル１８は概してしなやかな形状に形成されており、シート１６の下
方部の形状には略一致しているが、図１に示す適切な方法で背もたれ１７から離れるよう
にカーブしているため、前列に座っている乗客に十分なリクライニングスペースを提供す
る。パーティションパネル１８のカーブの角度は、後部座席の乗客の邪魔にならないよう
提供されるスペースを最大限に使用できる程度に、背もたれ１７のカーブに近似させる。
よって背もたれ１７は、後部座席、例えばエコノミークラスの乗客用シート２８に座る乗
客のスペース内に入ってしまう程後方へは移動せずに、リクライニングすることができる
。
【００２６】
　パーティションパネル１８は１つ以上のビデオディスプレイモニター３０、食事用テー
ブル３２、及びマガジンホルダー３４を含み、これらは各々、前列シートの背もたれに搭
載される時と特徴が同じであるため、同じように使用することができる。
【００２７】
　このことにより、客室の前列シートには、食事用テーブル及び／又はビデオディスプレ
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ことができる。パーティション１０の下方部分の脚部２２ａ、２２ｂ、２２ｃ、２２ｄの
間は開いており、後部座席の乗客のアンダーシート収納及び足を置くスペースができる。
【００２８】
　パーティション１０は乗客用シートフレームと同じ航空機グレードのアルミニウムから
製造するか、又はカーボンファイバから製造するか、又はアルミニウム、カーボンファイ
バ、及びその他の適切な材料の組み合わせから製造することができる。
【００２９】
　この構成により、客室内に全体として追加的なスペースが形成される。パーティション
１０により、ビジネスクラスの最後列のシートは、同クラスのその他の列と略同じように
リクライニングすることができると共に、後列の乗客、即ちエコノミークラスの客室の最
前列に座る乗客のスペースに食い込むことなくリクライニングすることができる。代替的
な実施形態では、パーティション１０は客室の区分を分ける仕切りに、若しくはその後方
に、又は客室を調理場や化粧室エリアから分ける仕切りに、若しくはその後方に配置し得
る。
【００３０】
　図４では、パーティションの更なる代替的な実施形態を参照番号５０で示す。概して、
図１から図３に示した実施形態と同じ目的と利点が適用される。パーティション５０は航
空機床に、従来のシートトラック取付具に搭載する前後に延在する複数の長尺状脚部５４
、５６を有するベース部５２を含む。パーティション５０への配線もベース５２を経由さ
せる。端部キャップ５８と６０は、後部座席の乗客が足を置けるよう開放された領域６２
を規定する。パーティション１０と同じように、パーティション５０は１つ以上のビデオ
ディスプレイモニター６６、食事用テーブル６８、及びマガジンホルダー７０を搭載する
パーティションパネル６４を含み、これらは各々前列のシートの背もたれに搭載される場
合と同じように使用できる。パーティションパネル６４の上部７２は、後部座席の乗客が
手を置く領域としての働きを有すると共に、ビデオディスプレイモニター６６からの熱を
放散させる通気口７４を含む。
【００３１】
　パーティション１０、２０、４０、及び５０の１つの重要な特徴は、その背面が従来の
乗客用シートの背面とよく似ているということである。このことにより、本発明には従来
の壁及び客室仕切りに対する明確で機能的な利点ばかりでなく、審美的な要素ももたらさ
れる。さらに、パーティションはいかなる数のシートにも適合するよう構成できる。
【００３２】
　航空機客室の領域を分けるための改善されたパーティションについて説明した。発明の
種々の詳細な部分は、発明の範囲を逸脱することなく変更できる。さらに、発明の好適な
実施形態及び発明を実施するための最良の形態に関してこれまで説明を行ったが、その説
明は単に例示を目的としたものであり、本発明を限定する目的ではない。本発明は特許請
求の範囲によって定義される。
【符号の説明】
【００３３】
　１０、２０、４０、５０　パーティション
　１２　基台
　１６　シート
　１７　背もたれ
　１８　パーティションパネル
　２２ａ～２２ｄ　脚部
　３０　ビデオディスプレイモニター
　３２　食事用テーブル
　３４　マガジンホルダー
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